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令和 6 年 5 月 28 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第３５号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

人
事
委
員
会
規
則 

○ 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

議
会
告
示 

○ 

千
葉
県
議
会
事
務
局
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

一 

 
 

監
査
委
員
告
示 

○ 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

議
会
訓
令 

○ 

千
葉
県
議
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

監
査
委
員
訓
令 

○ 

職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

人

事

委

員

会

規

則 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 
諸 

岡 
 

靖 

彦 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
䥹
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三

号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
十
二
条
第
二
項
第
七
号
中
䣓
次
号
䣔
を
䣓
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し

て
在
職
し
た
期
間
に
あ
つ
て
は
䣍
職
員
の
勤
務
時
間
䣍
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
䥹
平
成
七
年
千
葉
県
人
事

委
員
会
規
則
第
二
号
䥺
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
定
め
ら
れ
た
日
以
外
の
日
並
び
に
同
規

則
第
三
十
条
に
規
定
す
る
休
日
及
び
同
規
則
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
代
休
日
䣎
次
号
䣔

に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

議

会

告

示 

 

千
葉
県
議
会
事
務
局
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
議
会
議
長 

 

伊 

藤 
 

昌 

弘 
 

 

千
葉
県
議
会
告
示
第
一
号 

 
 

 

千
葉
県
議
会
事
務
局
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
議
会
事
務
局
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
䥹
昭
和
二
十
七
年
千
葉
県
議
会
告
示
第
三

号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
一
条
中
䣓
䥺
第
二
条
䣔
を
䣓
䣎
以
下
䣓
勤
務
時
間
条
例
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
二
条
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
三
条
第
三
項
中
䣓
第
四
条
第
三
項
第
五
号
䣔
を
䣓
第
四
条
第
三
項
第
四
号
䣔
に
改
め
䣍
同
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
䣎 

４ 

任
命
権
者
等
は
䣍
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
䣍
前
三
項
及
び
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
の
時
間
に
お
い
て
職
員
に
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
こ
の

場
合
に
お
い
て
䣍
任
命
権
者
等
は
䣍
当
該
勤
務
を
す
る
時
間
と
同
一
の
時
間
数
の
休
憩
時
間
を
所
定
の

勤
務
時
間
䥹
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
の
時
間
を
除
く
䣎
䥺
の
途
中
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
䣎 

 

第
三
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
䣎 

 

䥹
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
申
告
䥺 

第
四
条 

勤
務
時
間
規
則
第
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
は
䣍
庶
務
共
通
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム

䥹
情
報
シ
ス
テ
ム
䥹
ハ
䤀
ド
ウ
エ
ア
䣍
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
䣍
ネ
䣹
ト
ワ
䤀
ク
及
び
記
録
媒
体
で
構
成
さ
れ

る
も
の
で
あ
つ
て
䣍
こ
れ
ら
全
体
で
業
務
処
理
を
行
う
も
の
を
い
う
䣎
䥺
を
利
用
し
て
職
員
の
人
事
䣍

給
与
等
に
係
る
申
請
等
の
手
続
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
仕
組
み
で
あ
つ
て
䣍
情
報
シ
ス
テ
ム
課

長
䥹
千
葉
県
組
織
規
程
䥹
昭
和
三
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
八
号
䥺
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

設
置
さ
れ
る
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
改
革
推
進
局
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
長
を
い
う
䣎
䥺
が
管
理
す
る
も
の
を

い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
䣎 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
䣍
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
䣍
別
に
定
め

る
䣎 

 

䥹
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
五
項
の
休
憩
時
間
䥺 

第
五
条 

任
命
権
者
等
は
䣍
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二

項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
の
時
間
帯
に
お
け
る
休
憩
時
間
を
置
く
だ
け
で
は
勤
務
時
間
の
一
部
の
時
間

帯
に
お
け
る
在
宅
勤
務
䥹
職
員
の
住
居
そ
の
他
別
に
定
め
る
場
所
䥹
以
下
䣓
職
員
の
住
居
等
䣔
と
い

う
䣎
䥺
に
お
け
る
勤
務
を
い
い
䣍
当
該
在
宅
勤
務
を
行
う
時
間
帯
の
直
前
又
は
直
後
に
置
か
れ
た
当
該

休
憩
時
間
に
職
員
の
住
居
等
と
通
常
の
勤
務
場
所
と
の
間
の
移
動
が
必
要
と
な
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
の

適
切
な
実
施
を
確
保
で
き
な
い
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
䣍
当
該
移
動
に
要
す
る
時
間
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
䣍
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
休
憩
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
䣍
始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
䣍
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に

設
定
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

２ 

任
命
権
者
等
は
䣍
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

5 

月

28

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 
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の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
䣍
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
を
し
た
職

員
か
ら
休
憩
時
間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
申
告
が
あ
つ
た
と
き
に
は
䣍
当
該
申
告

を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
も
の
と
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
当
該
申
告
ど
お
り
に
休
憩
時
間

を
置
く
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
䣍
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
休
憩
時

間
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
䣎 

３ 

前
項
の
休
憩
時
間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
の
申
告
䥹
以
下
䣓
休
憩
時
間
の
申

告
䣔
と
い
う
䣎
䥺
は
䣍
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
の
時
間
帯
に
お
け
る
休
憩

時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て

は
䣍
一
時
間
䥹
一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超
え
八
時
間
以
下
の
場
合
で
あ
つ
て
別
に
定
め
る
場
合

は
䣍
四
十
五
分
以
上
一
時
間
未
満
の
範
囲
内
の
時
間
で
あ
つ
て
別
に
定
め
る
時
間
䥺
の
休
憩
時
間
を
勤

務
時
間
の
途
中
に
置
く
こ
と
そ
の
他
別
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

 

䥹
休
憩
時
間
の
申
告
䥺 

第
六
条 

休
憩
時
間
の
申
告
は
䣍
庶
務
共
通
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

職
員
は
䣍
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
の
時
間
帯
に
お
け
る
休
憩
時
間
を
置

く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
に
は
䣍
休
憩
時
間
の

申
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

３ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
䣍
休
憩
時
間
の
申
告
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
䣍
別
に
定
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
䣍
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

監

査

委

員

告

示 

 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 
浩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

関 
 

 
 

政 
幸 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

岩 

井 
 

泰 

憲 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
䥹
昭
和
四
十
五
年
千
葉
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号
䥺
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振

り
䣍
週
休
日
等
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
䣍
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

議

会

訓

令 

 

千
葉
県
議
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
議
会
議
長 

 

伊 

藤 
 

昌 

弘 
 

 

千
葉
県
議
会
訓
令
第
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

議
会
事
務
局 

 
 

 
 

 

千
葉
県
議
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
議
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
䥹
昭
和
五
十
年
千
葉
県
議
会
訓
令
第
二
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
䣎 

 

第
六
条
第
五
号
中
䣓
週
休
日
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
䣍
週
休

日
等
䣔
に
䣍
䣓
及
び
休
日
䣔
を
䣓
並
び
に
休
日
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
七
条
第
一
項
第
五
号
中
䣓
週
休
日
の
振
替
䣔
を
䣓
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の

割
振
り
䣍
週
休
日
等
の
振
替
䣔
に
䣍
䣓
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
䣔
を
䣓
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
䣔
に

改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

監

査

委

員

訓

令 

 

職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

関 
 

 
 

政 

幸 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

岩 

井 
 

泰 

憲 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局 

 
 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
䥹
昭
和
二
十
七
年
千
葉
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
䥺
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
一
条
中
䣓
䥺
第
二
条
䣔
を
䣓
䣎
以
下
䣓
勤
務
時
間
条
例
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
二
条
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
三
条
第
三
項
中
䣓
第
四
条
第
三
項
第
五
号
䣔
を
䣓
第
四
条
第
三
項
第
四
号
䣔
に
改
め
䣍
同
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
䣎 

４ 

任
命
権
者
等
は
䣍
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
䣍
前
三
項
及
び
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
の
時
間
に
お
い
て
職
員
に
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
こ
の

場
合
に
お
い
て
䣍
任
命
権
者
等
は
䣍
当
該
勤
務
を
す
る
時
間
と
同
一
の
時
間
数
の
休
憩
時
間
を
所
定
の 
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勤
務
時
間
䥹
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
の
時
間
を
除
く
䣎
䥺
の
途
中
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
䣎 

 
第
三
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
䣎 

 

䥹
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
申
告
䥺 

第
四
条 
勤
務
時
間
規
則
第
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
は
䣍
庶
務
共
通
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム

䥹
情
報
シ
ス
テ
ム
䥹
ハ
䤀
ド
ウ
エ
ア
䣍
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
䣍
ネ
䣹
ト
ワ
䤀
ク
及
び
記
録
媒
体
で
構
成
さ
れ

る
も
の
で
あ
つ
て
䣍
こ
れ
ら
全
体
で
業
務
処
理
を
行
う
も
の
を
い
う
䣎
䥺
を
利
用
し
て
職
員
の
人
事
䣍

給
与
等
に
係
る
申
請
等
の
手
続
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
仕
組
み
で
あ
つ
て
䣍
情
報
シ
ス
テ
ム
課

長
䥹
千
葉
県
組
織
規
程
䥹
昭
和
三
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
八
号
䥺
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

設
置
さ
れ
る
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
改
革
推
進
局
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
長
を
い
う
䣎
䥺
が
管
理
す
る
も
の
を

い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
䣎 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
䣍
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
䣍
別
に
定
め

る
䣎 

 

䥹
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
五
項
の
休
憩
時
間
䥺 

第
五
条 

任
命
権
者
等
は
䣍
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二

項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
の
時
間
帯
に
お
け
る
休
憩
時
間
を
置
く
だ
け
で
は
勤
務
時
間
の
一
部
の
時
間

帯
に
お
け
る
在
宅
勤
務
䥹
職
員
の
住
居
そ
の
他
別
に
定
め
る
場
所
䥹
以
下
䣓
職
員
の
住
居
等
䣔
と
い

う
䣎
䥺
に
お
け
る
勤
務
を
い
い
䣍
当
該
在
宅
勤
務
を
行
う
時
間
帯
の
直
前
又
は
直
後
に
置
か
れ
た
当
該

休
憩
時
間
に
職
員
の
住
居
等
と
通
常
の
勤
務
場
所
と
の
間
の
移
動
が
必
要
と
な
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
の

適
切
な
実
施
を
確
保
で
き
な
い
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
䣍
当
該
移
動
に
要
す
る
時
間
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
䣍
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
休
憩
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
䣍
始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
䣍
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に

設
定
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

２ 

任
命
権
者
等
は
䣍
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
䣍
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
を
し
た
職

員
か
ら
休
憩
時
間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
申
告
が
あ
つ
た
と
き
に
は
䣍
当
該
申
告

を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
も
の
と
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
当
該
申
告
ど
お
り
に
休
憩
時
間

を
置
く
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
䣍
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
休
憩
時

間
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
䣎 

３ 

前
項
の
休
憩
時
間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
の
申
告
䥹
以
下
䣓
休
憩
時
間
の
申

告
䣔
と
い
う
䣎
䥺
は
䣍
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
の
時
間
帯
に
お
け
る
休
憩

時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て

は
䣍
一
時
間
䥹
一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超
え
八
時
間
以
下
の
場
合
で
あ
つ
て
別
に
定
め
る
場
合

は
䣍
四
十
五
分
以
上
一
時
間
未
満
の
範
囲
内
の
時
間
で
あ
つ
て
別
に
定
め
る
時
間
䥺
の
休
憩
時
間
を
勤

務
時
間
の
途
中
に
置
く
こ
と
そ
の
他
別
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

 

䥹
休
憩
時
間
の
申
告
䥺 

第
六
条 

休
憩
時
間
の
申
告
は
䣍
庶
務
共
通
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

職
員
は
䣍
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
の
時
間
帯
に
お
け
る
休
憩
時
間
を
置

く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
に
は
䣍
休
憩
時
間
の

申
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

３ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
䣍
休
憩
時
間
の
申
告
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
䣍
別
に
定
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 
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